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上の２つの絵には5つの間違いがあります。それはどこでしょうか？
正解者の中から抽選で10名様に「図書カード500円分」をプレゼント！
間違い探しの答えと、「かわにし」のご感想、ご住所、お名前、お電話番号
を明記の上、ハガキまたはFAX、E-mailにて4月26日（月）までにお送り
ください。右記二次元コードからもご応募いただけます。
〒215-0036　川崎市麻生区はるひ野1-15-1
リーデンススクエアはるひ野 102号室
FAX ： 044-980-4646
E-mail ： info@kawasakinishihojinkai.or.jp

けんたくん★5つの間違いを探せ！　応募して図書カードをGET！

抽選で10名様に
法人会オリジナル
図書カード
500円分
プレゼント！

WEBサイトリニューアル
まもなく完成！
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スポーツの力で、皆に勇気や元気を！
川崎西法人会 スポーツ応援特集
スポーツの力で、皆に勇気や元気を！
川崎西法人会 スポーツ応援特集

　南武線の稲田堤駅からほど近い位置に道場を構え、「プロレスを通じて社
会に貢献する」をスローガンに活動するプロレス団体、HEAT-UP。コロナ
禍で通常の試合運営がままならない中、YouTubeを活用した動画配信で
ファンを増やし、話題を集めている。運営会社の代表でもあるTAMURA選
手は、「子供の頃は、毎日ワクワクしながらテレビで野球を見ていた。プロ
レスも同じ感覚で楽しんでもらいたいと思った」と語る。配信期間中は毎日
対戦が組まれ、人気のアニメ番組やゲームなどをモチーフにしたユニークな
内容の試合が繰り広げられた。地域を問わず観戦できるこの試みのお陰で、
コロナ禍以前よりも全国のファンが増えたそうだ。

　また同団体は、障がい者支援にも積極的に力を入れて
いる。昨年の12月7日に新百合ヶ丘大会でデビュー戦を
飾った今井礼夢（らいむ）選手は、先天性難聴という障
がいを抱えながら戦い続ける所属選手。団体の活動がき
っかけでTAMURA選手との交流が生まれ、入団に至っ
た。自らハンディを抱えながらも、「社会貢献・障がい
者支援」に力を入れる同団体で懸命に戦う姿は、全国の
ファンに大きな勇気と元気を与え続けることだろう。
　9月17日(金)には、川崎市とどろきアリーナで大会を
開催予定。

　川崎新田ボクシングジムに所属する古橋岳也選手が、1月22日に後
楽園ホールで行われた日本スーパーバンタム級タイトルマッチ10回
戦で9ラウンドTKO勝ちを収め、見事新チャンピオンに輝いた。
　古橋岳也選手は、川崎市生まれ、川崎市育ちの33歳。ジムがある
多摩区内の小学校・中学校に通い育った、生粋の「地元っ子」だ。 
3度目のタイトル挑戦で手に入れた念願のベルト。これからの益々の
活躍に期待したい。

また、今年同ジムからは、黒田雅之選手・白崎隼樹選手・新田渉世会
長の3名が川崎西税務署の「広報大使」に任命され、おもに電子申告
・納税システム「e-Tax」の推進任務を行っている。設立から19年
目を迎えた同ジムの今後の活動にも、引き続き注目していきたい。

川崎新田ボクシングジム

古橋岳也選手  第44代
日本スーパーバンタム級チャンピオンに！

プロレスリングHEAT-UP

ユニークな動画配信で新たなファンを獲得！
発想の転換でコロナ禍を乗り切る

古橋岳也選手から読者の皆さまへのメッセージ

川崎新田ボクシングジム
川崎市多摩区登戸2929
TEL.044-932-4639 

プロレスリングHEAT-UP
川崎市多摩区登戸
1814-202
TEL.044-712-4312昨年の12月7日にデビュー

戦を飾った、今井礼夢選手

webは
こちら

webは
こちら

生まれ育った地元にベルトを持って来ますと宣言してから6年…
ようやく地元にベルトを持って来れました！
ここまで諦めずに挑戦を続けられたのも、地元の皆さんの声援
あってこそです。ここからさらに地元“川崎”の名を広めて参りま
すので、どうぞご期待ください！

多摩区内に拠点を構える「川崎新田ボクシングジム」と「プロレスリングHEAT-UP」、そして今やJリーグの中でも屈指の
強豪となった「川崎フロンターレ」。コロナ禍でも、スポーツを通じて皆に勇気や元気を届けてくれています。
記事を通して、少しでも活動の役に立ちたい。そんな思いから、各団体の成果や日々の活動をご紹介します。

　2020年の明治安田生命J1リーグで、2年ぶりのリーグ優勝を果たした川崎フ
ロンターレ。元日に行われた「第100回天皇杯」ではガンバ大阪を下して初優
勝し、クラブ初のシーズン2冠を達成した。さらに、J1リーグの前哨戦として
前年のリーグ王者と天皇杯王者が対戦（いずれも川崎フロンターレのため、同2
位のガンバ大阪と対戦）する「FUJI XEROX SUPER CUP 2021」で3-2で勝
利し優勝。2021シーズンも最高のスタートを切った。

　川崎一筋18年、「ミスターフロンターレ」こと中村憲剛選手が天皇杯決勝を
最後に現役を引退し新たに迎え
た今シーズンだが、5シーズン
目の指揮となる鬼木達監督のも
と、三笘薫選手、田中碧選手ら
若手を中心としたチーム作りで
開幕戦から5連勝（取材時）を
記録。今シーズンも強いフロン
ターレが見れそうだ。

川崎フロンターレ

「天皇杯」「FUJI XEROX SUPER CUP」優勝！
  盤石の強さで期待高まる2021シーズン

川崎フロンターレ
TEL.0570-000565
月～金曜10時～18時

三笘薫選手（左）と小林悠選手有終の美を飾った中村憲剛選手

©KAWASAKI FRONTALE
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川崎西法人会会員様ご優待のお知らせ

〒215-0026 川崎市麻生区古沢都古２５５

☎0120-700-098

◆PET検査の特長◆
早期発見・ 全身検査・悪性度を診断・治療診断・高い安全性
•正常細胞と異常細胞(がん細胞等)を区別する手段として、形の変化ではなく「代謝」という全く新しい概念が用いられた画像診断検査です。
　検査時に陽電子を放出する薬を注射して、体の中で薬が集まる様子を撮影します。
•月曜日～土曜日に受診できます。(祝祭日は除く) ※毎週水曜日は女性専用受診日です。
　PET-CTがんドックは、受付より終了まで約3時間程です。(基本コースのみの場合) ※6時間前より飲食制限あり
～ PET-CTがんドック受診の皆様には、当院レストランにて昼食をご提供しております。(13:30以降の受付者除く) ～

◆こんな方におすすめです◆
PET-CTがん検診の積極的な対象は、中高年者(特に50歳以上)にお勧めします。
※但し、遺伝的に高い発癌リスクを有する方は、この限りではありません。
“がん”の家族歴、喫煙などの危険因子を有するハイリスクな方に重点的にお勧めします。

◆安心のフォロー体制◆
検診結果に対する診療は、専門医による診療が受けられます。
脳検査(オプション)は、当院の専門医が判定を行い、検診後の外来診療もできます。

PET-CTがんドックのおすすめ
川崎西法人会会員様の提携医療機関としてご利
用できます。先進医療とセカンドオピニオンで信
頼を寄せられている専門医を数多く擁する総合
病院のＰＥＴ-ＣＴがんドックです。早目のご予約を、
お待ち申し上げます。

PET-CT

イオンスタイル



石井 凛さん
東柿生小学校

金賞

齋藤 弥生さん
中野島小学校

川崎西
法人会長賞

大伏 志織さん
岡上小学校

時田 結衣さん
中野島小学校

川崎市長賞

別府 琉真さん
東柿生小学校

川崎西
税務署長賞

銀賞

渡辺 奈美さん
岡上小学校

銀賞

女性部会では、税金が毎日の生活の中でどのように役立っている
のかということを小学生の皆さんに知っていただき、理解と関心
を深めてもらうために「税に関する絵はがきコンクール」を開催
しました。応募総数177点から以下の16点が優秀作品として選ば
れましたのでご紹介します。

小学生
表彰作品のご紹介税に関する

絵はがきコンクール

川崎小売
酒販組合
西支部長賞

川崎西
間税会長賞

川崎西
青色申告
会長賞

東京地方
税理士会

川崎西支部長賞

川崎西納税
貯蓄組合
連合会長賞

銅賞

銅賞

銅賞 銅賞 銅賞

岡上小学校
宗宮 今日子さん

百合丘小学校
長嶺 芙結花さん

中野島小学校
吉田 桃香さん

百合丘小学校
圓﨑 優杏さん

百合丘小学校
岩波 彩良さん

岡上小学校
鷹野 大湖さん

百合丘小学校
髙橋 野乃さん

百合丘小学校
神谷 仁歩さん

百合丘小学校
桑原 志穏さん

中野島小学校
谷 真理恵さん

入賞作品は川崎西税務署3階廊下にて掲示中

東柿生小学校での表彰の様子 川崎西税務署長賞  別府琉真さん金賞  石井凛さん

今年も力作揃いとなったワン！
参加してくれた生徒のみんな、
ありがとう！

＜入賞作品＞

中野島小4点／百合丘小6点／

東柿生小2点／岡上小4点　計 16点

＜応募作品＞

中野島小17点／百合丘小120点／

東柿生小6点／岡上小34点　計177点

川崎市長賞　大伏志織さん岡上小学校での表彰の様子
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川崎西税務署からのお知らせ 川崎西税務署からのお知らせ国　税 国　税
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神奈川県からのお知らせ 県　税
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川崎市からのお知らせ 市　税

  
  

 

 

 

令和元年10月1日から、eLTAXにおいて地方税共通納税システムがスタートしました。 

地方税共通納税システムを利用すると、法人都道府県民税、法人事業税、特別法人事業税等の

納税を地方公共団体や金融機関の窓口に出向くことなく、オフィスなどのパソコンからインター

ネットを通じて簡単に行うことができます。          

 

 

◎ オフィスのパソコンで申告から納税までワンストップで行うことができます！ 

◎ 納付先の自治体の指定金融機関でない金融機関からも納付ができます！ 

◎ 複数の自治体に一度の操作で電子納税ができます！ 

◎ 事前に登録した金融機関の口座を指定して直接納付する「ダイレクト納付」ができます！ 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【県税についての問合せ先】 

  高津県税事務所 電話０４４－８３３－１２３１ 

地方税の納税に地方税共通納税システムをご利用ください 

金融機関 

窓口等への 

お出かけ不要‼ 

全地方 

公共団体へ 

一括で納税が

可能‼ 

ダイレクト 

納付が 

できる‼ 

手数料は 

無料 

０円‼ 

地方税共通納税システムで業務効率化  

電子申告と電子納税の利用方法等についての問合せ先 

電子申告・電子納税の詳細は 

ダイレクト納付とは？   

事前に引き落とす金融機関口座を登録して、地方税共通納税

システムにより直接税金を納付する方式です。インターネット

バンキングの契約が不要で、代理人に依頼して納税することも

できます。また、納付期日を指定することもできます。 

法法人人県県民民税税・・法法人人事事業業税税等等のの申申告告・・納納税税はは  

地地方方税税ポポーータタルルシシスステテムム（（eeLLTTAAXX）） 

■ eLTAXのホームページ 

https://www.eltax.lta.go.jp/ 

国国税税のの申申告告・・納納税税ははイイーータタッッククスス  

 

■ e－Taxのホームページ 

https://www.e-tax.nta.go.jp/ 

エルタックス 検検  索索  イ―タックス 検検  索索  

国税庁e-Taxキャラクター イータ君 イメージキャラクター エルレンジャー 
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■デジタルトランスフォーメーション投資促進税制の創設
　青色申告法人が事業適応計画について産業競争
力強化法の認定を受け、令和５年３月３１日までに事業
適応計画の実施のためのソフトウェア等の新設・増設
などをした場合に、取得価額の30％の特別償却か取
得価額の3％の税額控除が認められます。なお税額
控除は、グループ外の事業者とデータ連携する場合
には5％に引き上げられます。

■研究開発税制の見直し
　総額に係る税額控除制度については、税額控除率
の下限を6％から2％に引き下げ、上限を10％から
14％に引き上げられます。
　令和３年４月１日から令和５年３月３１日までの間に
開始する事業年度のうち、基準年度に比較して売上
が2％以上減少し、試験研究費が基準年度を超える場
合に、控除税額について当期の法人税の5％が上乗
せされます。

■所得拡大税制の見直し
　青色申告法人が令和３年４月１日から令和５年３月３
１日までに開始する各事業年度に、新規雇用者給与
等支給額の新規雇用者比較給与等支給額に対する
増加割合が2％以上の場合、控除対象新規雇用者給
与等支給額の15％を税額控除できる制度となります。
なお、教育訓練費の増加割合が20％以上の場合は、
控除対象新規雇用者給与支給額の20％まで税額控
除が拡大されます。
　中小企業向け所得拡大税制は、増加割合1.5％の
判定を、継続雇用者給与等支給額の比較から、雇用
者給与等支給額での比較へと変更します。また、税
額控除率25％になるか否かの判定についても、継続
雇用者給与等支給額の比較から、雇用者給与等支
給額で比較して増加割合が2.5％以上か否かの判定
を行います。

■繰越欠損金の控除上限の特例の創設
　青色申告法人が産業競争力強化法の事業適応計
画の認定を受け、事業適応計画に従って事業適応を
実施する者の適用事業年度に、令和２年４月１日から
令和３年４月１日を含む事業年に生じた欠損金があ
る場合には、欠損金の繰越控除前の所得の金額の範
囲内で損金算入できることになります。

■株式を対価とするＭ＆Ａの促進
　会社法の株式交付により、その有する株式を譲渡
し、株式交付親会社の株式の交付を受けた場合は、
その譲渡した株式の譲渡損益を繰り延べることとし
ます。

■カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の創設
　青色申告法人が産業競争力強化法の中長期環境
適応計画について認定を受け、令和６年３月３１日ま
でに、その計画に記載された中長期環境適応生産性
向上設備（仮称）又は中長期環境適応需要開拓製品
生産設備（仮称）を取得した場合に、取得価額の50％
の特別償却、あるいは取得価額の5％の税額控除を
選択適用できます。なお、税額控除については、温室
効果ガスの削減に著しく資するものにあたっては
10％に控除額が拡大されます。

■中小企業向け税制
　中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の適用
期限は２年延長されます。
　中小企業投資促進税制について、①不動産業、②
物品賃貸業、③料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ
その他これに類する事業（生活衛生同業組合の組合
員が行うものに限る。）を指定事業に加えて、適用期
限が２年間延長されます。

■住宅ローン減税に関する特例措置
　住宅ローン減税について１３年間利用できる特例
が、令和３年１月１日から令和４年１２月３１日までに居
住の用に供した場合まで延長されることになりました。
　住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満の住宅につ
いても、住宅ローン減税の特例が利用できるように
なります。ただし、１３年間の控除期間のうち、合計所
得金額が1,000万円を超える年については、適用さ
れません。

■同族会社が発行した社債の利子
　同族会社が発行した社債の利子・償還金について、
法人と特殊の関係のある個人及び親族が受け取る
場合は、総合課税の対象となり累進税率が適用され
ます。令和3年4月1日以後に受け取るものから適用
になります。

■短期退職手当等
　退職手当のうち、勤続年数が５年以下である者が
受けるもので、特定役員退職手当に該当しないもの
を短期退職手当等とし、収入金額から退職所得控除
額を控除して300万円を超える部分には、退職所得
の計算の際に２分の１とする措置を適用しないことに
なります。令和４年分から適用されます。

■子育て助成の非課税
　国又は地方公共団体が行う保育その他の子育て
に対する助成について、非課税とします。

■課税売上割合に準ずる割合の承認申請
　課税売上割合に準ずる割合の承認申請について、
課税期間の末日までに提出して、１ヶ月以内で承認
を受けることで、提出した課税期間から課税売上割
合に準ずる割合が利用できます。

■電気ガス供給施設利用権の範囲
　調整対象固定資産である電気ガス供給施設利用
権の範囲に、電気事業法の配電業者に対して電気供
給施設を設けるために要する費用を負担して、電気
供給施設を利用して電気の供給を受ける権利が加
えられます。

■産後ケア事業は非課税
　母子健康法の改正により創設される産後ケア事
業は、社会福祉事業に類するものとして非課税とな
ります。

■20万円以下の国際郵便による輸出
　20万円以下の国際郵便で輸出をした場合に、輸
出免税の適用を受けるためには、輸出したことを証
明する書類として、日本郵便株式会社より交付を受
けた郵便物の引受証及び発送伝票の控えの保存が
必要となります。令和３年１０月１日以後に行われる
資産の譲渡等について適用されます。

■国際金融都市に向けた税制上の措置
　国内に短期的に居住する在留資格を有する者、国
外に居住する外国人等が、相続開始の時又は贈与の
時において国内に居住する在留資格を有する者から、
相続・贈与により取得する国外財産には相続税又は
贈与税を課さないこととします。

■住宅取得資金の贈与
　直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合
の非課税措置について、令和３年４月１日から令和３
年１２月３１日までに契約した場合は、現行と同額で
据え置かれます。

　受贈者が贈与を受けた年の合計所得金額が
1,000万円以下の場合には、面積要件が緩和され
40㎡以上となります。

■教育資金の一括贈与制度
　教育資金の一括贈与について、贈与者死亡時に残
額がある場合に、相続税の対象となります。ただし、
受贈者が、①２３歳未満である場合、②学校等に在学
している場合、③教育訓練給付金の支給対象となる
教育訓練を受講している場合は、相続税の対象とな
りません。
　なお、受贈者が孫・ひ孫の場合は２割加算の対象と
されます。

■結婚・子育て資金の一括贈与制度
　受贈者が孫・ひ孫の場合に２割加算の対象としま
す。受贈者の年齢制限は、２０歳以上から１８歳以上に
引き下げられます。

■税務関係書類の押印義務の見直し
　納税者の押印が必要とされてきた税務関係書類
について、基本的に押印不要となります。押印が必
要なものは、①担保提供関係書類及び物納手続関
係書類で、実印の押印と印鑑証明書の添付を求めて
いる書類、②相続税及び贈与税の特例で、財産の分
割協議に関する書類だけとなります。

■電磁的記録等による保存制度の見直し
　承認制度を廃止して、正規の簿記の原則に従って
記録されていれば紙への印刷は不要で、電子データ
のまま保管することが可能となります。令和４年１月
１日以後の関係帳簿から適用されます。
　訂正等履歴要件及び相互関連性要件など、従来
の要件を満たす優良な電磁的記録等の保存を行う
旨の届出を提出することで、過少申告加算税が5％
軽減されます。令和４年１月１日以後に申告期限が到
来するものから適用されます。

■スキャナ保存制度
　承認制度を廃止して、要件が大幅に緩和されます。
会計システムにおいて訂正削除履歴が残る場合は、
タイムスタンプも不要となり、２ヶ月以内に入力する
ことが求められます。書類への自署、相互けん制な
どの適正事務処理要件なども廃止されます。令和４
年１月１日以後に保存する書類に適用されます。

■固定資産税
　令和３年度は、固定資産税の評価替えの年となり
ますが、土地について、固定資産税の税額が増加す
る場合には、前年度の税額に据え置く特別な措置が
講じられます。なお、評価額が下がった場合は、通常
通り減額となります。コロナ禍による対応となります。

☆記事内容についてのお問合せは…
ＴＳＫ税理士法人
税理士　飯田 聡一郎
TEL： 03-5363-5958
FAX： 03-5363-5449
HP: http://www.iida-office.jp/

法人税関係

所得税・住民税関係

消費税関係

相続税・贈与税

その他

東京法人会連合会

省エネ・バリアフリー住宅　消費税率10％ 1,500万円
省エネ・バリアフリー住宅　消費税率8％以下 1,500万円
上記以外の住宅　消費税率10％ 1,000万円
上記以外の住宅　消費税率8％以下 500万円

　政府は、令和２年12月21日に令和3年度税制改正大綱を閣議決定しました。
　法人会が提言していた法人税の軽減税率の特例の適用期限の延長は実現され、固定資産
税や産業競争力強化に係る措置などウィズコロナ・ポストコロナを意識した税制改正となりま
した。主な内容をお知らせします。

～中小企業向けの法人税の軽減税率は２年延長、
固定資産税は据え置きなど～

令和3年度 税制改正大綱
－法人会の税制改正提言－

■デジタルトランスフォーメーション投資促進税制の創設
　青色申告法人が事業適応計画について産業競争
力強化法の認定を受け、令和５年３月３１日までに事業
適応計画の実施のためのソフトウェア等の新設・増設
などをした場合に、取得価額の30％の特別償却か取
得価額の3％の税額控除が認められます。なお税額
控除は、グループ外の事業者とデータ連携する場合
には5％に引き上げられます。

■研究開発税制の見直し
　総額に係る税額控除制度については、税額控除率
の下限を6％から2％に引き下げ、上限を10％から
14％に引き上げられます。
　令和３年４月１日から令和５年３月３１日までの間に
開始する事業年度のうち、基準年度に比較して売上
が2％以上減少し、試験研究費が基準年度を超える場
合に、控除税額について当期の法人税の5％が上乗
せされます。

■所得拡大税制の見直し
　青色申告法人が令和３年４月１日から令和５年３月３
１日までに開始する各事業年度に、新規雇用者給与
等支給額の新規雇用者比較給与等支給額に対する
増加割合が2％以上の場合、控除対象新規雇用者給
与等支給額の15％を税額控除できる制度となります。
なお、教育訓練費の増加割合が20％以上の場合は、
控除対象新規雇用者給与支給額の20％まで税額控
除が拡大されます。
　中小企業向け所得拡大税制は、増加割合1.5％の
判定を、継続雇用者給与等支給額の比較から、雇用
者給与等支給額での比較へと変更します。また、税
額控除率25％になるか否かの判定についても、継続
雇用者給与等支給額の比較から、雇用者給与等支
給額で比較して増加割合が2.5％以上か否かの判定
を行います。

■繰越欠損金の控除上限の特例の創設
　青色申告法人が産業競争力強化法の事業適応計
画の認定を受け、事業適応計画に従って事業適応を
実施する者の適用事業年度に、令和２年４月１日から
令和３年４月１日を含む事業年に生じた欠損金があ
る場合には、欠損金の繰越控除前の所得の金額の範
囲内で損金算入できることになります。

■株式を対価とするＭ＆Ａの促進
　会社法の株式交付により、その有する株式を譲渡
し、株式交付親会社の株式の交付を受けた場合は、
その譲渡した株式の譲渡損益を繰り延べることとし
ます。

■カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の創設
　青色申告法人が産業競争力強化法の中長期環境
適応計画について認定を受け、令和６年３月３１日ま
でに、その計画に記載された中長期環境適応生産性
向上設備（仮称）又は中長期環境適応需要開拓製品
生産設備（仮称）を取得した場合に、取得価額の50％
の特別償却、あるいは取得価額の5％の税額控除を
選択適用できます。なお、税額控除については、温室
効果ガスの削減に著しく資するものにあたっては
10％に控除額が拡大されます。

■中小企業向け税制
　中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の適用
期限は２年延長されます。
　中小企業投資促進税制について、①不動産業、②
物品賃貸業、③料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ
その他これに類する事業（生活衛生同業組合の組合
員が行うものに限る。）を指定事業に加えて、適用期
限が２年間延長されます。

■住宅ローン減税に関する特例措置
　住宅ローン減税について１３年間利用できる特例
が、令和３年１月１日から令和４年１２月３１日までに居
住の用に供した場合まで延長されることになりました。
　住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満の住宅につ
いても、住宅ローン減税の特例が利用できるように
なります。ただし、１３年間の控除期間のうち、合計所
得金額が1,000万円を超える年については、適用さ
れません。

■同族会社が発行した社債の利子
　同族会社が発行した社債の利子・償還金について、
法人と特殊の関係のある個人及び親族が受け取る
場合は、総合課税の対象となり累進税率が適用され
ます。令和3年4月1日以後に受け取るものから適用
になります。

■短期退職手当等
　退職手当のうち、勤続年数が５年以下である者が
受けるもので、特定役員退職手当に該当しないもの
を短期退職手当等とし、収入金額から退職所得控除
額を控除して300万円を超える部分には、退職所得
の計算の際に２分の１とする措置を適用しないことに
なります。令和４年分から適用されます。

■子育て助成の非課税
　国又は地方公共団体が行う保育その他の子育て
に対する助成について、非課税とします。

■課税売上割合に準ずる割合の承認申請
　課税売上割合に準ずる割合の承認申請について、
課税期間の末日までに提出して、１ヶ月以内で承認
を受けることで、提出した課税期間から課税売上割
合に準ずる割合が利用できます。

■電気ガス供給施設利用権の範囲
　調整対象固定資産である電気ガス供給施設利用
権の範囲に、電気事業法の配電業者に対して電気供
給施設を設けるために要する費用を負担して、電気
供給施設を利用して電気の供給を受ける権利が加
えられます。

■産後ケア事業は非課税
　母子健康法の改正により創設される産後ケア事
業は、社会福祉事業に類するものとして非課税とな
ります。

■20万円以下の国際郵便による輸出
　20万円以下の国際郵便で輸出をした場合に、輸
出免税の適用を受けるためには、輸出したことを証
明する書類として、日本郵便株式会社より交付を受
けた郵便物の引受証及び発送伝票の控えの保存が
必要となります。令和３年１０月１日以後に行われる
資産の譲渡等について適用されます。

■国際金融都市に向けた税制上の措置
　国内に短期的に居住する在留資格を有する者、国
外に居住する外国人等が、相続開始の時又は贈与の
時において国内に居住する在留資格を有する者から、
相続・贈与により取得する国外財産には相続税又は
贈与税を課さないこととします。

■住宅取得資金の贈与
　直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合
の非課税措置について、令和３年４月１日から令和３
年１２月３１日までに契約した場合は、現行と同額で
据え置かれます。

　受贈者が贈与を受けた年の合計所得金額が
1,000万円以下の場合には、面積要件が緩和され
40㎡以上となります。

■教育資金の一括贈与制度
　教育資金の一括贈与について、贈与者死亡時に残
額がある場合に、相続税の対象となります。ただし、
受贈者が、①２３歳未満である場合、②学校等に在学
している場合、③教育訓練給付金の支給対象となる
教育訓練を受講している場合は、相続税の対象とな
りません。
　なお、受贈者が孫・ひ孫の場合は２割加算の対象と
されます。

■結婚・子育て資金の一括贈与制度
　受贈者が孫・ひ孫の場合に２割加算の対象としま
す。受贈者の年齢制限は、２０歳以上から１８歳以上に
引き下げられます。

■税務関係書類の押印義務の見直し
　納税者の押印が必要とされてきた税務関係書類
について、基本的に押印不要となります。押印が必
要なものは、①担保提供関係書類及び物納手続関
係書類で、実印の押印と印鑑証明書の添付を求めて
いる書類、②相続税及び贈与税の特例で、財産の分
割協議に関する書類だけとなります。

■電磁的記録等による保存制度の見直し
　承認制度を廃止して、正規の簿記の原則に従って
記録されていれば紙への印刷は不要で、電子データ
のまま保管することが可能となります。令和４年１月
１日以後の関係帳簿から適用されます。
　訂正等履歴要件及び相互関連性要件など、従来
の要件を満たす優良な電磁的記録等の保存を行う
旨の届出を提出することで、過少申告加算税が5％
軽減されます。令和４年１月１日以後に申告期限が到
来するものから適用されます。

■スキャナ保存制度
　承認制度を廃止して、要件が大幅に緩和されます。
会計システムにおいて訂正削除履歴が残る場合は、
タイムスタンプも不要となり、２ヶ月以内に入力する
ことが求められます。書類への自署、相互けん制な
どの適正事務処理要件なども廃止されます。令和４
年１月１日以後に保存する書類に適用されます。

■固定資産税
　令和３年度は、固定資産税の評価替えの年となり
ますが、土地について、固定資産税の税額が増加す
る場合には、前年度の税額に据え置く特別な措置が
講じられます。なお、評価額が下がった場合は、通常
通り減額となります。コロナ禍による対応となります。

☆記事内容についてのお問合せは…
ＴＳＫ税理士法人
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固定資産税は据え置きなど～
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－法人会の税制改正提言－
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住宅街の中に突如現れる赤いテント
　向ヶ丘遊園駅の南口を出て府中街道の高架をくぐり、川を越
えて住宅街に入ると程なく見えてくる赤いテント。決して人通
りが多い訳ではなく、一見するとお店とは分からないかも知れ
ない佇まい。しかし、さらに近づくとお店の窓にかわいらしい
イラストがたくさん描かれ、楽しそうな雰囲気が一気に伝わっ
てきた。わくわくした気持ちで店内に。
 　
常時20点以上のオリジナル商品が並ぶ
　店内に入ると、すぐ目の前に所狭しと並ぶたくさんのベーグ
ルや焼き菓子たち。プレーンやシナモンレーズンなど人気の定
番商品に加え、旬の野菜や果物を使った季節商品が加わり、常
時20点以上の商品が作られている。「季節性と意外性を大切に」
との思いから、毎月新商品が登場しているのが特徴。基本のベー
グルの生地は、北海道産小麦・天然酵母・きび砂糖・天然塩・
水だけのシンプルな材料で作られ、具材もできるだけ手作りに
こだわっているそうだ。もちもち食感のベーグルになるように、

生地の声に耳を傾け、最後の瞬
間まで手をかける。これが同店
のおいしいベーグル作りのベー
スになっている。

お客様、農家さん、地域、お店
の「四方よし」を目指して
　店主の茶野さんがこのお店を
オープンさせたのは、2008年。
住まいが麻生区内だったことも
あり、周辺地域で場所を探して
いた際に出会ったのがこの場所
だった。「単においしいものを
提供するだけではなく、地産地
消で地域と一緒に盛り上がりた
い、地域を盛り上げたい」。オー
プン以来、この思いがお店を動
かし続ける原動力となってい
る。季節商品は大半が地元の農
家さんの産物を使った商品で、
これまで手掛けてきたライン
ナップは数知れず。取材時は、
毎年恒例となっているのらぼう
菜を使った「のらぼうフェア」
を開催。また、多摩区の「上原
さんちのいちご畑」で作られた
完熟いちご「よつぼし」を使っ
た商品が展開されていた。

お食事系ベーグル、スイーツ系ベーグル、ベーグルサンド
　数あるラインナップの中から、ジャンルごとに人気商品の一部
をご紹介。お食事系は、「もちもちプレーン」「もちもち玄米」「シ
ナモンレーズン」「ぱんぷきん」などロングセラーが多数。「博多
明太子とクリームチーズ」はお客様からの熱烈なリクエストで復
活した商品だそうだ。続いてスイーツ系は、「もちもちダブルチョ
コ」「コーヒーとキャラメルチョコ」など、スイーツ感覚で楽しめ
るものばかり。ベーグルサンドは、あんこ好きにはたまらない「あ
んバターサンド」、クリームチーズが入った「ミルククリームサン
ド」など。通信販売で購入が可能なものも多数あるので、ぜひ一
度WEBサイトで確認を。

生田緑地へのお散歩前に
　同店は生田緑地から程近
いので、これからの季節、
お散歩前にベーグルを購入
してお散歩に出かけてみて
は？筆者も近々、改めて行っ
てみたいと思います。花粉
症と闘いながら…。

ベーグルカンパニー
TEL:044-900-8700
川崎市多摩区東生田 1-2-12-101    
営業時間：10:00 ～ 18:00
定休日：日曜・月曜 
https://bagelcompany.jp/

元気なスタッフが出迎え（右から二人目が店主の茶野さん）

人気の定番商品たち

所狭しと商品が並びます

完熟いちご「よつぼし」を使った
いちごクリームチーズサンド

ベーグルカンパニー
地元の野菜や果物を使ったベーグルで人気のベーグル屋さん

隠れた
名店めぐりレポートvol.8

いつのまにかOPENしていたお店や、
隠れ家的存在のお店、「かわにし」編集スタッフの
イチオシのお店などを不定期に歩いて紹介します！

ベーグルカンパニー

バーミヤン

東急ストア横浜銀行

南口

稲生橋

府中街道 向ヶ
丘遊
園駅

多摩警察署前

多摩警察署
ビッグ・エス向ヶ丘

区分

正会員

賛助会員

資本金

500万円未満

500万円以上 800 万円未満

800万円以上

一律

多摩区・麻生区に事業所を有する
医療法人、学校法人、宗教法人、
NPO法人、公益法人等

9,000円

13,200円

18,000円

6,000円

9,000円

年会費の額

※同一代表者が複数の事業者でご入会の場合、２社目以降の会費は異なります。

お問い合わせは　川崎西法人会事務局
info@kawasakinishihojinkai.or.jp　

公益社団法人

川崎西法人会
TEL：044-980-4131
FAX ： 044-980-4646

法人会 年会費の自動引き落としについて
当会年会費の自動振替契約をされている方は、来る4月23日（金）に令和３年度分
（令和３年４月～令和４年３月）の年会費について以下の区分に基づく会費額をご指定
の金融機関から引き落としさせていただきます。
なお、領収書の発行は省略させていただきます。

1.  相 談 日  ■4月15日（木）  ■5月13日（木）  ■6月11日（金）　　
2.  開催時間　 14:00～17:00
3.  場　　所　  川崎商工会議所 多摩・麻生支所  多摩区登戸2102-1（第2井上ビル2階）
　  　　　　　  ※2021年 4 月 1 日より多摩支所と麻生支所は統合します。
4.  相 談 員 　担当弁護士

※ご相談の際は予約が必要になります。TEL.044-932-1100　FAX.044-932-1101
※商工会議所のご協力により、法人会会員が利用できます。

※ご相談の際は予約が必要になります。TEL.044-932-1100　FAX.044-932-1101
※商工会議所のご協力により、法人会会員が利用できます。

無
料
法
律
相
談

無
料
融
資
相
談

法 律

1.  相 談 日 　随時（事前予約制）
2.  開催時間    9:00～17:00
3.  場　　所　  川崎商工会議所 多摩・麻生支所  多摩区登戸2102-1（第2井上ビル2階）
　　　　　　　 ※2021年 4 月 1 日より多摩支所と麻生支所は統合します。
4.  相 談 員 　川崎市商工会議所 職員



水銀灯に代わる照明　無電極ランプ

節電照明はニッケン

株式会社ニッケン石橋
多摩区宿河原4-25-36 大成M1F
www.nikkenmailbin.co.jp TEL.044-328-5314

1/3の消費電力 60,000時間の長寿命 水俣条約クリア照明　

メール便・ポスティングもお任せください！

新設法人説明会☆

決算法人説明会☆

決算法人説明会☆

健康セミナー☆

新設法人説明会☆

第9回通常総会

懇親会

行　事　名 開　催　日 時　　間 会　　場

お申込は法人会事務局までお願いいたします。
法人会事務局　　TEL：044-980-4131　E-mail：info@kawasakinishihojinkai.or.jp

※「☆」の付いている事業は一般の方も歓迎します。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催を見合わせる可能性がございます。

川崎西税務署

川崎西税務署

ホテルモリノ新百合丘

ホテルモリノ新百合丘

麻生市民館大会議室

麻生市民館大会議室

14:00 ～16:50

14:00 ～16:50

14:00 ～16:50

15:30 ～

17:30 ～

14:30 ～16:00

3年4月9日（金）

14:00 ～16:50

3年6月3日（木）

3年6月4日（金）

3年6月9日（水）

3年6月24日（木）

3年4月5日（月）

ブロック名 法人名 代表者名 所在地 電　話業　種

生   　 田
齊藤　裕光 建具業 川崎市多摩区東生田

４-６-９株式会社オリオン

コロナに負けずに頑張ってます！！

044-863-9179

行事予定 令和3年4月～6月

新入会員紹介 令和2年12 月～令和3年2月

14 15

医療・介護従事者の皆さまへ

命と向き合う医療従事者の皆さま、高齢者の生活を守る介護従事者の皆さまをはじめとし、
最前線の現場で日々私たちの生活を守ってくれているすべての皆さまに心から敬意を表し、
深く感謝申し上げます。

公益社団法人川崎西法人会

川崎西法人会活動報告

「令和3年新春講演会 ～伊藤多喜雄＆TAKiO BAND～」を開催
　  

　1月20日、新百合トウェンティワンホール内多目的ホールにて
「伊藤多喜雄＆TAKiO BAND」を開催。
民謡を現代的にアレンジしたスタイルで、民謡の枠にとらわれず
活躍する伊藤多喜雄氏の歌声とバンドの演奏で盛り上がりました。

「第3回 クラシックアンサンブルの夕べ」を開催

　  
　2月11日、多摩市民館大ホールにて、3回目となる当会主催の
クラシックコンサート「第3回 クラシックアンサンブルの夕べ」を
開催。来場者の皆様には若手音楽家達によるクラシックコンサート
で、優雅なひと時をお過ごしいただきました。
　
　当初は合唱とクラシックコンサートの二部構成を予定していま
したが、緊急事態宣言の発出に伴い、出演者の健康・安全面を
考慮し合唱は中止となりました。出演予定だった団体の皆さまを
ご紹介させていただきます。

＜出演者＞
井出司（テノール） 中井奈穂（ソプラノ） 末武稀更（司会／ピアノ）
杉森繪里（ピアノ） 新井昂（チェロ） 関口太偲（ヴァイオリン）
内藤香里（エレクトーン） ざらきProject

県立多摩高校合唱部
蕨合唱研究会
ユーカリ・コアラ団  
多摩SDChorus
合唱団カステラ（生田高校グリークラブOBOG有志）
SUPER TAMA BROTHERS（多摩高校合唱部OBOG有志）

＜出演者＞
伊藤多喜雄（ヴォーカル）　山中裕史（津軽三味線）
小濱明人（尺八）　久保田桃（ピアノ）　堀越彰（ドラム）

当会では、それぞれ下記の日程で新春講演会、合同研修会を開催しましたのでご報告いたし
ます。どちらのイベントも、会場入り口での検温・消毒、会場内換気、前後左右にスペース
を確保した座席配置など、徹底した感染予防対策を実施した上、開催いたしました。

＜演奏曲目＞
01.ソーラン節（Slow～南中）
02.斎太郎節
03.八木節
04.秋田音頭
05.金毘羅さん
06.ハイヤ節

07.牛追い唄
08.最上川舟唄
09.TAKiO ばやし
10.じょんがら節
11.俵積み唄
12.愛しき大地

＊ランチタイム
＊ティータイム
＊会席プレート
定休日　毎週月曜日
川崎市多摩区登戸3506 RIVERSIDE POINT 2 階
TEL044-911-3191㈹

11：30～13：30
13：30～14：30
17：00～19：30（要予約）



新横浜支社/
神奈川県横浜市港北区新横浜3-18-3（新横浜KSビル8F）
TEL 045-471-2301

横浜支店/
神奈川県横浜市港北区新横浜2-4-19（富士火災横浜ビル8F）
TEL 045-471-7541

　かわにし vol.110 を手に取って頂き、誠にありがとうございます。
　未だ新型コロナウイルスの影響で不安な毎日が続いてはおりますが、今号におきましてはスポーツ、文化芸術、音楽活動
の明るいニュースを多く掲載することができました。
　毎号多くのご応募を頂いている「けんたくん★５つの間違いを探せ！」は、春をイメージした内容になっています。
また、こちらもご好評を頂いている「隠れた名店めぐりレポート」につきましては、多摩区のベーグル屋さんを特集して
おりますのでお楽しみください。
　今後も地域の皆さまに楽しんで頂ける情報を発信していけるよう取り組んで参ります。

広報委員　石井 春樹
公益社団法人川崎西法人会 広報委員会


